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第１章 計画策定の背景・目的 

 

１－１ 計画策定の背景と目的 

（１）計画の背景と目的 

北広島市では、公営住宅ストックの長寿命化を図り、ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）

の縮減につなげ、ストックの有効活用と効率的かつ円滑な更新を行うことを目的として、

平成 24（2012）年 3 月に「北広島市公営住宅長寿命化計画」（以下、「現行計画」とい

う。）を策定しました。 

その後、現行計画に基づき、共栄第二団地、北の台団地の用途廃止、共栄団地の建設

のほか、耐久性の向上に資する改善、維持管理に係る修繕などを計画的に推進してきま

した。 

国では、平成 28（2016）年 8 月に「公営住宅等長寿命化計画策定指針」を改定し、建物

の長寿命化の観点を重視した新たな判定方法や、建替・改善事業のみならず、計画的な

修繕等を実施することなどが示されました。 

このような状況を受けて、現行計画の計画期間が満了することに伴い、人口減少、少

子高齢化の進展などの社会環境の変化や国の策定指針の改定などに対応するため、市営

住宅ストックの現状に即した効果的な維持管理を行うべく、次期の「北広島市公営住宅

長寿命化計画」（以下、「本計画」という。）を策定します。 

 

１－２ 市営住宅の役割 

公営住宅は、「建設・買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸する

ための住宅及びその附帯施設」と公営住宅法で示されています。 

このような位置づけのもとで、北広島市は住宅に困窮している低額所得世帯を対象に

市営住宅を供給しており、民間では担えない住宅に困窮する世帯や、災害時の緊急的な

住宅需要に対する住宅・居住のセーフティネットの役割を担うものです。 

 

１－３ 計画の対象 

本計画の対象は、北広島市が管理する公営住宅（市営住宅）とします。 
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１－４ 計画の期間 

本計画の計画期間は、令和 4（2022）年度から令和 13（2031）年度とします。 

なお、計画期間の 10 年間のあり方を検討する際には、長期的な視点から市営住宅の

あり方や整備の方向性を捉える必要があるため、令和 14（2032）年度から令和 23（2041）

年度を構想期間として設定します。 

また、今後の社会経済情勢の変化や市民ニーズの多様化などに対応するため、必要に

応じて見直しを行います。 

 

１－５ 計画の位置づけ 

本計画は、北広島市総合計画（第 6次）の住宅分野における個別計画であり、北広島

市公共施設等総合管理計画や北広島市住生活基本計画、北広島市のその他の関連計画、

国や北海道の関連計画と整合を図り、北広島市における市営住宅の整備・維持管理に関

する計画として策定します。 

 

 

図 1-1 計画の位置付け 
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１－６ 上位計画及び関連計画 

（１）北広島市総合計画（第６次） 

計画期間 令和 3（2021）年度～令和 12（2030）年度【令和 3（2021）年 3月策定】 

計画内容 ＜まちづくりのテーマ＞ 

自然と創造の調和した豊かな都市 

＜めざす都市像＞ 

（希望都市）だれもが希望を持って、輝けるまち 

（交流都市）多様な交流が生まれ、にぎわいと活力にあふれるまち 

（成長都市）未来に向かって、着実に成長するまち 

＜将来目標人口＞60,000 人 <社人研の人口推計＊>52,264人 

公営住宅

施策 

＜基本目標４ 都市基盤・生活環境 住みよい環境にかこまれたまち＞ 

第２節 居住環境の充実 

２ 公営住宅等の整備促進 

・公営住宅長寿命化計画に基づき、市営住宅の長寿命化と居住環境の改善を

進めます。 

・道営住宅及びＵＲ賃貸住宅の再生・再編に当たっては、本市への事前協議

や入居者への丁寧な説明を要望するなど、関係機関との各種連携を推進

します。 

*国立社会保障・人口問題研究所（社人研）が平成 30 年に公表した推計人口 

 

（２）北広島市公共施設等総合管理計画 

計画期間 平成 28（2016）年度～令和 7（2025）年度【令和 3（2021 年）3月一部改訂】 

計画内容 <基本方針> 

①行政サービス需要を踏まえた機能・あり方の見直し 

②将来人口を見据え、地域性を踏まえた適正な配置 

③施設の複合化・多機能化への転換 

④空き（余裕）スペースの有効利活用 

⑤施設の長寿命化の推進・財政負担の平準化 

⑥整備手法・広域的な利用の検討 

⑦市民参加・市民意見の反映 

公営住宅

施策 

７．施設分野別の方針 

『北広島市公営住宅長寿命化計画』に基づき、必要な住宅ストックの確保、

老朽住宅の建替えを行うとともに、計画的な修繕による長寿命化及びライ

フサイクルコストの削減を図ります。 
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（３）北広島市住生活基本計画 

計画期間 平成 27(2015)年度～令和 6(2024)年度【平成 27（2015）年 3月策定】 

内 容 〈基本方針〉 

誰もが安心して快適に暮らせる住まい緑豊かな自然と調和した魅力ある住

環境 

〈基本目標〉 

基本目標１ 誰もが安心して住み続けられるまち 

基本目標２ 良質な住宅ストックの形成と有効活用 

基本目標３ 豊かな自然環境を生かした持続可能な住環境 

計画の推進方針 多様な主体の連携による施策の展開 

公営住宅 

施策 

基本目標１ 誰もが安心して住み続けられるまち 

施策３ 住宅セーフティネットの強化 

① 市営住宅の適正な入居管理の実施 

基本目標２ 良質な住宅ストックの形成と有効活用 

施策１ 公的住宅の適切な維持管理の活用 

公営住宅長寿命化計画の推進 

 

（４）北広島市都市計画マスタープラン（第２次） 

計画期間 令和 3(2021)年度～令和 12(2030)年度【令和 3（2021）年 4 月策定】 

公営住宅

施策 

＜だれにでもやさしい都市づくりの基本方針＞ 

（２）人にやさしい住環境の形成 

・人が多く利用する施設や公営住宅については、だれもが円滑に利用できる

よう配慮するとともに、高齢者や障がい者などが安心して暮らせる住環

境の形成を図ります。 

 

（５）北広島市地域防災計画（一般災害対策編） 

計画期間 【令和 3（2021）年 10月修正】 

公営住宅

施策 

第 24 節 住宅対策計画 

２ 公営住宅等のあっせん 

市は、災害時における被災者用の住居として利用可能な公営住宅、民間賃貸

住宅及び空家等の把握に努め、災害時にあっせんできるよう、あらかじめ体

制を整備する。 

 

６ 災害公営住宅の整備 

(1)災害公営住宅は、大規模な災害が発生し、滅失した住宅に居住していた

低所得者に賃貸するため国から補助を受けて整備し入居させる。 
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（６）北広島市強靭化計画 

計画期間 令和 2（2020）年度～令和 6（2024）年度【令和 3（2021）年 1月策定】 

公営住宅

施策 

（１）人命の保護 

1-1 地震等による建築物等の大規模倒壊や火災に伴う死傷者の発生 

②建築物の老朽化対策 

市営住宅の老朽化対策については、「北広島市公営住宅長寿命化計画」に

沿った計画的な維持管理等を適切に実施する。 

 

（７）北広島市高齢者保健福祉計画・第８期介護保健事業計画 

計画期間 令和 3(2021)年度～令和 5（2023）年度【令和 3（2021）年 3月策定】 

公営住宅

施策 

（４）公営住宅の整備 

公営住宅の整備の際には、ユニバーサルデザインやバリアフリーを導入

し、安全かつ利便性などに十分配慮した住宅を、所得が低い高齢者およ

び障がい者に供給できるよう努めます。 

 

（８）障がい者福祉計画・第６期障がい福祉計画・第２期障がい福祉計画 

計画期間 令和 3(2021)年度～令和 5(2023)年度【令和 3（2021）年 3月策定】 

公営住宅

施策 

施策３－５ その他社会参加の促進 市営住宅のバリアフリー整備 

市営住宅の建替えに合わせてバリアフリー化が図られています。今後建

替えを行う市営住宅についてはユニバーサルデザインの採用を進めてい

きます。 

 

（９）第２期北広島市子ども・子育て支援プラン 

計画期間 令和 2(2020)年度～令和 6(2024)年度【令和 2（2020）年 3月策定】 

公営住宅

施策 

基本目標４ 子育てを支援する生活環境の整備と安心の確保 

（１）良質な住宅及び良好な居住環境の確保 

公営住宅の整備 

老朽化した公営住宅の建替えに併せ、ユニバーサルデザインなど居住環

境の改善を図ります。 
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第２章 北広島市の住宅・住環境をとりまく状況 

 

２－１ 人口・世帯数の状況 

（１）人口・世帯数の状況 

令和 2（2020）年国勢調査における北広島市の人口及び世帯数をみると、総人口は

58,171 人、総世帯数は 24,640世帯となっています。 

人口は、昭和 60 年から平成 17 年まで増加していましたが、平成 17 年から令和 2 年

にかけて 2,506 人の減少となっています。世帯数は、昭和 60 年から増加を続けていま

す。 

また、平均世帯人員をみると、減少を続けており、令和 2 年で 2.36 人／世帯となっ

ており、世帯の小規模化が進んでいます。 

 

図 2-1 総人口、総世帯数の推移 

 

 

図 2-2 近年における総人口、総世帯数の推移（資料：住民基本台帳） 
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（２）年齢別人口の状況 

年齢別人口をみると、65歳以上の老年人口の増加と 15～64歳の生産年齢人口及び 14

歳以下の年少人口の減少が進んでおり、少子高齢化が進行しています。 

令和 2（2020）年における年少人口をみると、6,395 人（11.0％）、生産年齢人口は

32,140 人（55.5％）、老年人口は 19,380 人（33.5％）となっており、総人口のうち 65

歳以上の高齢者が 21％を超える超高齢社会＊へ移行しています。 

 

図 2-3 年齢別人口の推移 

 
図 2-4 年齢別人口構成比の推移 

 

 

*国連や世界保健機関（ＷＨＯ）の定義によると、総人口に占める 65歳以上の人口の比

率が 7％を超えると高齢化社会、14％を超えると高齢社会、21％を超えると超高齢社

会と呼ばれます。 
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5歳階級別人口の推移をみると、人口の多い年齢層は、平成 12（2000）年では 50～54

歳(5,368人)、平成 22(2010)年では 60～64歳(5,621 人)、令和 2年(2020年)では 70～

74 歳(5,242 人)と、高年齢化の傾向がみられます。 

 

図 2-5 ５歳階級別人口の推移 

 
 

表 2-1 ５歳階級別人口の推移 

 
資料：国勢調査（各年 10 月１日） 
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90～
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95～
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100

歳～

平成12年

平成22年

令和2年

昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

0～4歳 2,695人        2,392人        2,379人        2,330人        2,512人        2,140人        1,812人        1,650人        

5～9歳 3,607人        3,587人        3,089人        2,967人        2,843人        2,887人        2,436人        2,166人        

10～14歳 4,169人        4,175人        4,061人        3,483人        3,217人        3,056人        2,965人        2,579人        

15～19歳 3,124人        4,744人        4,772人        4,553人        3,910人        3,433人        3,227人        3,206人        

20～24歳 1,980人        2,431人        3,724人        3,658人        3,416人        2,842人        2,374人        2,314人        

25～29歳 1,973人        2,131人        2,509人        3,526人        3,101人        2,533人        1,988人        1,804人        

30～34歳 3,356人        2,785人        2,934人        3,234人        3,967人        3,297人        2,552人        2,161人        

35～39歳 4,406人        4,137人        3,443人        3,511人        3,819人        4,456人        3,500人        2,825人        

40～44歳 3,573人        4,936人        4,640人        3,816人        3,798人        4,026人        4,462人        3,630人        

45～49歳 2,621人        3,777人        5,294人        4,862人        3,910人        3,817人        3,961人        4,528人        

50～54歳 2,220人        2,820人        4,008人        5,368人        4,808人        3,888人        3,763人        3,950人        

55～59歳 2,063人        2,589人        3,134人        4,189人        5,444人        4,780人        3,912人        3,783人        

60～64歳 1,752人        2,412人        2,885人        3,411人        4,380人        5,621人        4,847人        3,939人        

65～69歳 1,202人        1,799人        2,451人        2,892人        3,455人        4,272人        5,510人        4,762人        

70～74歳 836人          1,169人        1,761人        2,365人        2,758人        3,263人        4,020人        5,242人        

75～79歳 623人          812人          1,129人        1,608人        2,200人        2,456人        3,044人        3,683人        

80～84歳 376人          593人          698人          1,013人        1,384人        1,855人        2,169人        2,689人        

85～89歳 195人          276人          415人          548人          789人          1,091人        1,472人        1,714人        

90～94歳 49人            79人            141人          234人          353人          449人          673人          939人          

95～99歳 10人            18人            19人            55人            84人            143人          186人          300人          

100歳～ - 2人              2人              8人              9人              18人            29人            51人            

不詳 23人            94人            49人            100人          520人          30人            162人          256人          

合計 40,853人       47,758人       53,537人       57,731人       60,677人       60,353人       59,064人       58,171人       

10,471人       10,154人       9,529人        8,780人        8,572人        8,083人        7,213人        6,395人        

25.6% 21.3% 17.8% 15.2% 14.1% 13.4% 12.2% 11.0%

27,068人       32,762人       37,343人       40,128人       40,553人       38,693人       34,586人       32,140人       

66.3% 68.6% 69.8% 69.5% 66.8% 64.1% 58.6% 55.3%

3,291人        4,748人        6,616人        8,723人        11,032人       13,547人       17,103人       19,380人       

8.1% 9.9% 12.4% 15.1% 18.2% 22.4% 29.0% 33.3%

年少人口
（0～14歳）

生産年齢人口
（15～64歳）

老年人口
（65歳～）
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（３）世帯人員別世帯数の状況 

令和 2（2020）年国勢調査における世帯人員別一般世帯数*をみると、2 人世帯が 9,167

世帯（37.3％）で最も多く、以下、単身（1人）世帯が 6,964 世帯（28.4％）、3人世帯

が 4,445世帯（18.1％）、4人世帯が 3,011 世帯（12.3％）と続きます。 

世帯の小規模化（少人数世帯の増加）は、単身世帯、2人世帯が増加していることに

よるものであり、単身世帯、2 人世帯を合わせた比率は 65.7％と半数を超えています。 

 

図 2-6 世帯人員別一般世帯数の推移 

 
図 2-7 世帯人員別一般世帯数構成比の推移 

 

*一般世帯数：総世帯から施設等の世帯を除いた世帯 
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（４）家族類型別世帯数の状況 

令和 2（2020）年国勢調査における家族類型別一般世帯数をみると、夫婦のみの世帯

が 7,187 世帯（29.3％）で最も高く、以下、単独世帯が 6,964 世帯（28.4％）、夫婦と

子供の世帯が 6,715世帯（27.4％）、男親又は女親と子どもの世帯が 2,473世帯（10.1％）

となっています。 

構成比の推移をみると、昭和 60 年以降、夫婦と子どもの世帯の比率が減少し、単独

世帯、夫婦のみの世帯、１人親（男親又は女親）と子どもの世帯の比率が増加していま

す。 

 

図 2-8 家族類型別一般世帯数の推移 

 
図 2-9 家族類型別一般世帯数構成比の推移 
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（５）子育て世帯の状況 

令和 2（2020）年国勢調査の一般世帯における子育て世帯数をみると、6 歳未満の親

族のいる世帯が 1,594世帯(6.5％)、18 歳未満の親族のいる世帯が 4,798世帯(19.5％)

となっています。 

平成 27(2015)年と比較して、6 歳未満の親族のいる世帯が 170 世帯の減少、18 歳未

満の親族のいる世帯が 485 世帯の減少となっています。 

 

図 2-10 一般世帯における子育て世帯数の推移 

 

 

図 2-11 一般世帯における子育て世帯構成比の推移 
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（６）高齢者世帯の状況 

令和 2(2020)年国勢調査の一般世帯における高齢者世帯数をみると、65歳以上の単身

世帯が 3,198 世帯（13.0％）、65 歳以上の夫婦のみの世帯が、4,153 世帯(16.9％)とな

っており、市民の約 30％の世帯が高齢者のみの世帯となっています。 

平成 27（2015）年と比較すると、65歳以上の単身世帯が 731世帯の増加、65歳以上

の夫婦のみの世帯が 649世帯の増加となっています。 

 

図 2-12 一般世帯における高齢者世帯数の推移 

 
 

図 2-13 一般世帯における高齢者世帯数構成比の推移 
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２－２ 住宅ストックの状況 

（１）住宅所有関係別世帯数の状況 

令和 2（2020）年国勢調査における住宅所有関係別一般世帯数をみると、持ち家が

17,831 世帯（73.3％）、公的借家（道営住宅、ＵＲ住宅を含む）が 1,743世帯（7.2％）、

民間借家が 4,050 世帯（16.7％）、給与住宅が 249世帯（1.0％）となっています。 

構成比の推移をみると、持ち家、民間借家の比率が増加し、公的借家の比率は減少し

続けています。また、近隣市と構成比を比較すると、北広島市は、持ち家、公的借家の

比率が高く、民間借家の比率は低くなっています。 

図 2-14 住宅所有関係別世帯数の推移 

 
図 2-15 住宅所有関係別世帯数構成比の推移 

 
図 2-16 住宅所有関係別世帯数構成比の推移 
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（２）高齢者親族のいる住宅所有関係別世帯数の状況 

令和 2（2020）年国勢調査における 65 歳以上の高齢者親族のいる住宅所有関係別一

般世帯数をみると、9,827 世帯（84.3％）が持ち家、1,061 世帯（9.1％）が公的借家に

住んでいます。 

構成比の推移は、全てにおいて横ばいとなっています。 

 

図 2-17 65歳以上の高齢者親族のいる住宅所有関係別一般世帯数の推移 

 
図 2-18 高齢者親族のいる世帯の住宅所有関係別世帯数構成比の推移 
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（３）年収と住宅所有関係別世帯数の状況 

平成 30（2018）年住宅・土地統計調査における世帯年収と住宅所有の関係をみると、

公営の借家に住む世帯は、年収 300 万円未満が 800 世帯（公営の借家世帯の 64.5％）、

300～500万円未満が 250 世帯（20.2％）となっています。 

民営借家に住む世帯は、年収 300 万円未満が 1,670 世帯（民営借家世帯の 44.8％）、

300～500万円未満が 1,310 世帯（35.1％）となっています。 

世帯収入が 500 万円未満の世帯は、公営の借家に住む世帯で 84.7％、民営借家に住

む世帯で 79.9％となっています。 

 

表 2-2 世帯年収と住宅所有の関係 （単位：世帯） 

 

※世帯年収不明は除外。 

※住宅・土地統計調査は、四捨五入などの関係から、総数と内訳の合計は一致しない場合がある。 

資料：平成 30 年住宅・土地統計調査 

 

　300万円未満 8,250           5,470           800             1,670           280             30               

（構成比） 35.3%           31.7%           64.5%           44.8%           50.0%           25.0%           

　300～　500万円未満 7,070           5,320           250             1,310           160             20               

（構成比） 30.3%           30.8%           20.2%           35.1%           28.6%           16.7%           

　500～　700万円未満 3,490           3,100           30               300             50               20               

（構成比） 14.9%           18.0%           2.4%             8.0%             8.9%             16.7%           

　700～1,000万円未満 2,510           2,280           0                 140             50               30               

（構成比） 10.7%           13.2%           0.0%             3.8%             8.9%             25.0%           

1,000～1,500万円未満 690             660             - 20               10               -

（構成比） 3.0%             3.8%             - 0.5%             1.8%             -

1,500万円以上 150             140             - - - 10               

（構成比） 0.6%             0.8%             - - - 8.3%             

普通世帯　総数 23,360         17,260         1,240           3,730           560             120             

総　数 持ち家
借　　家

公営の借家 民営借家
UR・公社
の借家

給与住宅
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第３章 市営住宅の現状 

 

３－１ 公営住宅等の概要 

（１）供給状況 

北広島市内における公営住宅は、令和 3（2021）年 4月 1日現在で、市営住宅が 5団

地 17棟 332戸、道営住宅が 5団地 48棟 1,096 戸の計 10団地 65棟 1,428戸供給されて

います。そのほか、ＵＲ都市機構住宅が 3団地 20棟 630戸供給されています。 

 

表 3-1 公営住宅等の概要     （単位：団地、棟、戸） 

 
（令和 3 年 4 月 1 日現在） 

表 3-2 公営住宅概要【団地別】 （単位：団地、棟、戸） 

 
（令和 3 年 4 月 1 日現在） 

団地数 棟数 管理戸数

公営 5 17 332

5 48 1,096

10 65 1,428

3 20 630

13 85 2,058合　　計

種　　別

市営住宅

道営住宅

計

ＵＲ都市機構

市営 耐火 3階 H4～7 4 90

耐火 2階 H27,30,R1 3 44

5階 H26,H29 2 90

計 5 134

西の里 （北） 簡易耐火 2階 S59～H1 2 16

西の里 （南） 耐火 2階 H21～22 4 26

西の里 （南） 3階 H19,20 1 36

計 7 78

耐火 3階 H13 1 30

　　市営　　小　　計 17 332

道営 耐火 4,5階 S46～50 18 429

耐火 3階 H10～13 9 162

耐火 5階 S50～51 5 160

耐火 5階 S51～60 5 140

簡易耐火 2階 S56、58 7 30

耐火 3階,5階 H23～27 4 175

　　道営　　小　　計 48 1,096

　　公営　　合　　計 65 1,428

広葉町

泉町

高台町

管理戸数

広島

共栄

輪厚

輝美町

棟数

共栄

白樺町

種別 団地名 構造 階数 建設年度



第３章 市営住宅の現状 

 

 
17 

（２）公営住宅の配置状況 

市営住宅は、東部地区に広島団地、共栄団地、西の里地区に西の里（北）団地、西

の里（南）団地、輪厚地区に輪厚団地が配置されています。 

道営住宅は、全て北広島団地地区に配置されています。 

 

図 3-1 公営住宅の配置状況 
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（３）構造 

構造別でみると、簡易耐火構造二階建て（以下、簡二という。）が 16戸（4.8％）、耐

火構造（以下、耐火という。）が 316 戸（95.2％）となっています。 

 

図 3-2 構造別管理戸数割合 

 

 

（４）竣工年度 

竣工年度別にみると、昭和 56（1981）年から平成 2（1990）年が 16 戸（4.8％）、平

成 3（1991）年～12（2000）年が 90戸（27.1％）、平成 13（2001）年～22（2010）年が

92戸（27.7％）、平成 23（2011）年以降が 134戸（40.4％）となっています。 

 

図 3-3 竣工年度別管理戸数割合 

 

簡二

16戸

4.8%

耐火

316戸

95.2%

(全体：332戸)

令和3年4月1日現在

昭和56～

平成2年

16戸

4.8%
平成3～

12年

90戸

27.1%

平成13～

22年

92戸

27.7%

平成23年～

134戸

40.4%

(全体：332戸)

令和3年4月1日現在
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（５）竣工年度別の構造の状況 

竣工年度別の構造をみると、簡二は昭和 59（1984）年度から平成元(1989)年度、耐火

は平成 4(1992)年度以降に供給されています。 

 

図 3-4 竣工年度別構造の状況 

（令和 3 年 4 月 1 日現在） 

 

（６）耐用年数経過状況 

耐用年数*の経過状況をみると、令和 3（2021）年度末時点で、簡二の西の里（北）団

地の 16戸が耐用年数の 1/2を経過します。 

令和 13（2031）年度末時点（本計画期間終了時）では、西の里（北）団地のうち 8戸

が耐用年数を経過します。 

 

図 3-5 構造別耐用年数超過状況 

 
（令和 3 年 4 月 1 日現在） 

*公営住宅法による耐用年数は簡二が 45 年、耐火が 70 年  

8 8

24

18

24 24

30

15

21

12 14

40

12

50

12

20

（戸）

0

10

20

30

40

50

60

59 60 61 62 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2

昭和 平成 令和

グ ラ フ タイ トル

簡二 耐火

16 8 8 16

90

156

16

98

8

156

16

（戸）

0

50

100

150

200

耐用年数

１／２経過

耐用年数

経過

耐用年数

１／２経過

耐用年数

経過

耐用年数

１／２経過

耐用年数

経過

令和3年度末 令和4～令和13年度末 令和14～令和23年度末

グ ラ フ タイ トル

簡二 耐火簡二 耐火
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（７）劣化状況調査 

全団地を対象に、主に外壁、シーリング、屋根・屋上を目視による調査を行った結果、 

一部に劣化が確認されました。 

主な劣化状況は、広島団地 3 号棟の外壁・塗装の劣化（塗装のふくれ、割れ）、輪厚

団地の外壁の劣化（さび汁を伴ったひび割れ）がみられましたが、大部分の団地で概ね

健全な状況となっています。 

 

 

図 3-6 外壁・塗装の劣化（広島団地３号棟） 

 
 

 

図 3-7 外壁の劣化（輪厚団地） 
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（８）住戸面積 

住戸面積をみると、50 ㎡台が 154 戸（46.4％）と最も多く、次いで 60 ㎡台が 96 戸

（28.9％）、70㎡以上が 82戸（24.7％）となっています。 

団地別にみると、広島団地は 70㎡以上、共栄団地は 50㎡台、西の里（南）団地は 60

㎡台の住戸が最も多く、西の里（北）団地は全ての住戸が 60㎡台、輪厚団地は 50㎡台

と 60㎡台の住戸となっています。 

 

図 3-8 住戸面積割合 

 
表 3-3 住戸面積 （単位：戸） 

 
（令和 3 年 4 月 1 日現在） 

46.4%

86.6%

37.1%

50.0%

28.9%

31.1%

100.0%

59.7%

50.0%

24.7%

68.9%

13.4%

3.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=332)

広島(N=90)

共栄(N=134)

西の里（北）(N=16)

西の里（南）(N=62)

輪厚(N=30)

50㎡台 60㎡台 70㎡～【凡例】

50㎡台 60㎡台 70㎡～

広島 耐火３ 市営 0 28 62 90

共栄 耐火２，５ 市営 116 0 18 134

西の里（北） 簡二 市営 0 16 0 16

西の里（南） 耐火２，３ 市営 23 37 2 62

輪厚 耐火３ 市営 15 15 0 30

合　　　計 154 96 82 332

（構成比） 46.4% 28.9% 24.7% 100.0%

計団地名 構造 種別
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（９）間取り 

間取り別では、2ＬＤＫが142戸（42.8％）と最も多く、次いで2ＤＫが106戸（31.9％）、

3ＬＤＫが 80戸（24.1％）、3ＤＫが 4戸（1.2％）となっています。 

団地別にみると、広島団地は 3ＬＤＫ、共栄団地は 2ＤＫ、西の里（北）団地と西の

里（南）団地は 2ＬＤＫが最も多く、輪厚団地は 2ＤＫと 2ＬＤＫとなっています。 

 

図 3-9 間取り割合 

 
表 3-4 間取り （単位：戸） 

 

（令和 3 年 4 月 1 日現在） 

31.9%

50.7%

37.1%

50.0%

42.8%

33.3%

38.8%

50.0%

59.7%

50.0%

1.2%

25.0%

24.1%

66.7%

10.4%

25.0%

3.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=332)

広島(N=90)

共栄(N=134)

西の里（北）(N=16)

西の里（南）(N=62)

輪厚(N=30)

２ＤＫ ２ＬＤＫ ３ＤＫ ３ＬＤＫ【凡例】

間取り
２ＤＫ ２ＬＤＫ ３ＤＫ ３ＬＤＫ

広島 耐火３ 市営 0 30 0 60 90

共栄 耐火２，５ 市営 68 52 0 14 134

西の里（北） 簡二 市営 0 8 4 4 16

西の里（南） 耐火２，３ 市営 23 37 0 2 62

輪厚 耐火３ 市営 15 15 0 0 30

合　　　計 106 142 4 80 332

（構成比） 31.9% 42.8% 1.2% 24.1% 100.0%

団地名 構造 種別 計
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（１０）居住面積水準 

住戸の規模と世帯規模による居住面積水準

の状況について、北海道住生活基本計画で設

定された基準でみると、令和 3（2021）年 4月

1 日現在における市営住宅の入居世帯 318 世

帯に対して、入居世帯家族人数と居住面積の

関係は、99.7％（＝317世帯／318世帯）の世

帯が最低居住面積水準以上＊となっています。 

また、76.1％（＝242 世帯／318世帯）の世

帯が都市居住型誘導居住面積水準以上＊となっ

ています。 

 

表 3-5 最低居住面積水準以上世帯 （単位：世帯） 

 

表 3-6 都市居住型誘導面積水準以上世帯 （単位：世帯） 

 
（令和３年４月１日現在） 

 

*最低居住面積水準：健康で文化的な住生活の基礎として必要不可欠な住宅の面積に関する水準 

 

*都市居住型誘導居住面積水準：世帯人数に応じて豊かな住生活の実現の前提として多様なライフスタイ

ルに対応するために必要と考えられる住宅の面積に関する水準 

 

※世帯人数の算出については、3 歳未満：0.25 人、3 歳以上 6 歳未満：0.5 人、6 歳以上 10歳未満：0.75 人 

 として算出し、算定された世帯人数が2人に満たない場合は2人 

1人 2人 3人 4人 5人 6人
０～25㎡未満 0 0 0 0 0 0 0 0
25～30㎡未満 0 0 0 0 0 0 0 0
30～40㎡未満 0 0 0 0 0 0 0 0
40～50㎡未満 0 0 0 0 0 0 0 0
50～60㎡未満 89 42 17 1 1 0 150 149
60～70㎡未満 36 42 8 2 2 0 90 90
70～80㎡未満 18 23 14 15 8 0 78 78
80㎡～ 0 0 0 0 0 0 0 0

計 143 107 39 18 11 0 318 317

住戸専用面積
家族人数

計
最低居住
水準以上

１人 ２人 ３人 ４人 ５人 ６人
０～42㎡未満 0 0 0 0 0 0 0 0
42～58.2㎡未満 76 12 7 1 1 0 97 76
58.2～79.4㎡未満 67 95 32 17 10 0 221 166
79.4～100.6㎡未満 0 0 0 0 0 0 0 0
100.6～121.8㎡未満 0 0 0 0 0 0 0 0
121.8～143㎡未満 0 0 0 0 0 0 0 0
143～164.2㎡未満 0 0 0 0 0 0 0 0
164.2㎡～ 0 0 0 0 0 0 0 0

計 143 107 39 18 11 0 318 242

住戸専用面積
家族人数

計
誘導居住
水準以上

10㎡×世帯人数＋10㎡（世帯人数が4人を超える場合は、５％控除する）

25㎡単身者　

2人以上の世帯

21.2㎡×世帯人数＋15.8㎡（世帯人数が4人を超える場合は、５％控除する）

42.0㎡単身者　

2人以上の世帯

図 3-10 居住面積水準達成状況 
（令和 3 年 4 月 1 日現在） 

99.7%

76.1%

0.3%

23.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

最低居住面積水準
(N=318)

都市居住型

誘導居住面積水準
(N=318)

水準以上 水準未満【凡例】
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（１１）設備状況 

設備の整備状況をみると、浴室・浴槽と物置は全住戸で整備されています。 

そのほか、3箇所給湯（台所、浴室、洗面所）は 324 戸（97.6％）、高齢化対応整備基

準を満たしている住戸＊は 274戸（82.5％）、高齢化対応整備基準に準じている住戸＊は

58 戸（17.5％）、駐車場は 261戸（78.6％）で整備されています。 

また、3階以上の住棟は 8棟（広島団地 4棟、共栄団地 2棟、西の里団地（南）1棟、

輪厚団地 1棟）あり、そのうちエレベーターが設置されている住棟は、共栄団地、西の

里団地（南）の 3棟（126 戸）となっています。 

 

図 3-11 設備状況割合 

 
表 3-7 設備状況 （単位：戸） 

 

*高齢化対応整備基準を満たしている住戸・高齢化対応整備基準に準じている住戸 

トイレや浴室に手すり設置、住戸内段差の解消、共用廊下に手すり設置、エレベーターの設置（3 階建 

て以上）の全てに該当すれば満たす、１つに該当すれば準じる 

 

表 3-8 エレベーター設置状況（３階以上の住棟対象）（単位：棟、戸） 

 
（令和 3 年 4 月 1 日現在）  

100.0%

97.6%

82.5%

78.6%

100.0%

17.5%

2.4%

21.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

浴槽・浴室(N=332)

3箇所給湯(N=332)

高齢化対応整備基準(N=332)

駐車場(N=332)

物置(N=332)

整備済み 基準に準じる 未整備【凡例】

設　　備
浴室 高齢化対応整備基準

浴室のみ 浴槽有り 満たす 準じる

広島 耐火３ 市営 90 90 90 90 60 30 85 90

共栄 耐火２，５ 市営 134 134 134 134 134 0 100 134

西の里（北） 簡二 市営 16 16 16 8 8 8 16 16

西の里（南） 耐火２，３ 市営 62 62 62 62 62 0 30 62

輪厚 耐火３ 市営 30 30 30 30 10 20 30 30

合　　　計 332 332 332 324 274 58 261 332

（構成比） 100.0% 100.0% 100.0% 97.6% 82.5% 17.5% 78.6% 100.0%

駐車場 物置
団地名 構造 種別 管理戸数 3箇所

給湯

団地名 階数 棟数 戸数 設置状況
広島 3階 4 90 ☓
共栄 5階 2 90 ○

西の里（南） 3階 1 36 ○
輪厚 3階 1 30 ☓
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３－２ 入居者の状況 

（１）入居状況 

入居世帯（入居戸数）は、令和 3年 4月 1日現在で、318 世帯、空き家は 14戸あり、

入居率は 95.8％となっています。 

団地別に入居率をみると、西の里（北）団地以外は 9割以上となっています。 

 

表 3-9 市営住宅入居状況 （単位：戸、世帯） 

 
（令和 3 年 4 月 1 日現在） 

 

（参考）表 3-10 道営住宅入居状況 （単位：戸、世帯） 

 
（令和 3 年 4 月 1 日現在） 

団地名 管理戸数 入居戸数 空き家 入居率

広島 90 85 5 94.4%

共栄 134 131 3 97.8%

西の里（北） 16 13 3 81.3%

西の里（南） 62 60 2 96.8%

輪厚 30 29 1 96.7%

　合　　　計 332 318 14 95.8%

団地名 管理戸数 入居戸数 空き家 入居率

輝美町 429           284           145           66.3%

広葉町 162           154           8               95.1%

泉町 160           142           18             88.8%

白樺町 170           162           8               95.3%

高台町 175           156           19             89.2%

　合　　　計 1,096      898         198         82.0%



第３章 市営住宅の現状 

 

 
26 

（２）居住年数 

市営住宅の入居世帯の居住年数は、1～5 年が 145 世帯（45.6％）で最も多く、10 年

以内でみると 215 世帯（67.6％）で約 7割を占めています。 

団地別にみると、広島団地、共栄団地は 1～5年、西の里（南）団地は 11～15年、西

の里（北）団地は 26～30 年、輪厚団地は 16年～20年が最も多くなっています。 

 

図 3-12 居住年数割合 

 
表 3-11 居住年数 （単位：世帯） 

 

（令和 3 年 4 月 1 日現在） 

0.3%

0.8%

45.6%

28.2%

76.3%

20.0%

31.0%

21.7%

10.6%

22.9%

15.4%

38.3%

17.2%

13.5%

12.9%

23.1%

41.7%

13.8%

5.0%

5.9%

37.9%

5.3%

17.6%

15.4%

7.9%

24.7%

30.8%

0.6%

15.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=318)

広島(N=85)

共栄(N=131)

西の里（北）(N=13)

西の里（南）(N=60)

輪厚(N=29)

1年未満 1～5年 6～10年 11～15年 16～20年 21～25年 26～30年 31年以上【凡例】

居住年数

1年未満 1～5年 6～10年 11～15年 16～20年 21～25年 26～30年 31年以上

広島 耐火 0 24 9 11 5 15 21 0 85

共栄 耐火 1 100 30 0 0 0 0 0 131

西の里（北） 簡二 0 0 2 3 0 2 4 2 13

西の里（南） 耐火 0 12 23 25 0 0 0 0 60

輪厚 耐火 0 9 5 4 11 0 0 0 29

合　　　計 1 145 69 43 16 17 25 2 318

（構成比） 0.3% 45.6% 21.7% 13.5% 5.0% 5.3% 7.9% 0.6% 100.0%

団地名 構造 計
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（３）世帯主の年齢 

入居世帯の世帯主年齢は、70歳代が 68世帯（26.4％）で最も多く、60歳代以上でみ

ると 204世帯（64.2％）と約 6 割を占めています。 

団地別にみると、西の里（北）団地、西の里（南）団地は 60 歳代以上、輪厚団地は

40歳代以下の割合が多くなっています。 

 

図 3-13 世帯主年齢割合 

 

 

表 3-12 世帯主年齢 （単位：人） 

 
（令和 3 年 4 月 1 日現在） 

2.2%

2.4%

0.8%

1.7%

10.3%

5.7%

5.9%

6.9%

3.3%

6.9%

13.5%

15.3%

13.7%

7.7%

3.3%

31.0%

14.5%

20.0%

9.2%

15.4%

16.7%

17.2%

21.4%

22.4%

19.8%

38.5%

25.0%

10.3%

26.4%

22.4%

29.8%

38.5%

30.0%

10.3%

16.4%

11.8%

19.8%

20.0%

13.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=318)

広島(N=85)

共栄(N=131)

西の里（北）(N=13)

西の里（南）(N=60)

輪厚(N=29)

29歳以下 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上【凡例】

世帯主年齢

29歳以下 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上

広島 耐火 2 5 13 17 19 19 10 85 36

共栄 耐火 1 9 18 12 26 39 26 131 86

西の里（北） 簡二 0 0 1 2 5 5 0 13 6

西の里（南） 耐火 1 2 2 10 15 18 12 60 43

輪厚 耐火 3 2 9 5 3 3 4 29 9

合　　　計 7 18 43 46 68 84 52 318 180

（構成比） 2.2% 5.7% 13.5% 14.5% 21.4% 26.4% 16.4% 100.0% 56.6%

団地名 構造 計
（参考）
65歳以上

計



第３章 市営住宅の現状 

 

 
28 

（４）入居者全体の年齢 

入居者全体の年齢をみると、15～64 歳の生産年齢人口が 281 人（46.8％）で最も多

く、次いで 65歳以上の老年人口が 227人（37.8％）、14歳以下の年少人口が 93人（15.5％）

となっており、入居者全体の高齢化率は 37.8％となっています。 

団地別にみると、西の里（南）団地は 65歳以上の老年人口、輪厚団地は 14歳以下の

年少人口の割合が多くなっています。 

 

図 3-14 入居者年齢割合 

 
表 3-13 入居者年齢 （単位：人） 

 
（令和 3 年 4 月 1 日現在） 

15.5%

18.3%

14.0%

4.8%

9.6%

24.6%

46.8%

57.4%

39.0%

57.1%

34.0%

57.4%

37.8%

24.4%

46.9%

38.1%

56.4%

18.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=601)

広島(N=197)

共栄(N=228)

西の里（北）(N=21)

西の里（南）(N=94)

輪厚(N=61)

14歳以下(年少人口) 15～64歳(生産年齢人口) 65歳以上(老年人口)【凡例】

入居者年齢
14歳以下
(年少人口)

15～64歳
(生産年齢人口)

65歳以上
(老年人口)

広島 耐火 36 113 48 197 24.4%

共栄 耐火 32 89 107 228 46.9%

西の里（北） 簡二 1 12 8 21 38.1%

西の里（南） 耐火 9 32 53 94 56.4%

輪厚 耐火 15 35 11 61 18.0%

合　　　計 93 281 227 601 37.8%

（構成比） 15.5% 46.8% 37.8% 100.0% -

（参考）
高齢化率

団地名 構造
入居者
計
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（５）世帯人数・平均世帯人員 

入居世帯では、1人世帯が 143世帯（45.0％）で最も多く、1～2人の世帯が 250世帯

（78.6％）と約 8割を占めています。 

団地別にみると、西の里（南）団地は 1～2 人世帯、広島団地と輪厚団地は 3 人以上

の世帯の割合が高くなっています。 

 

図 3-15 世帯人数割合 

 
表 3-14 世帯人数・平均世帯人員【団地別】 （単位：世帯、人／世帯） 

 

（令和 3 年 4 月 1 日現在） 

  

45.0%

27.1%

51.1%

53.8%

55.0%

44.8%

33.6%

38.8%

32.1%

30.8%

36.7%

20.7%

12.3%

16.5%

10.7%

15.4%

5.0%

20.7%

5.7%

10.6%

3.8%

3.3%

6.9%

3.5%

7.1%

2.3%

6.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=318)

広島(N=85)

共栄(N=131)

西の里（北）(N=13)

西の里（南）(N=60)

輪厚(N=29)

1人 2人 3人 4人 5人【凡例】

世帯人数

1人 2人 3人 4人 5人

広島 耐火 23 33 14 9 6 85 197 2.32

共栄 耐火 67 42 14 5 3 131 228 1.74

西の里（北） 耐火 7 4 2 0 0 13 21 1.62

西の里（南） 簡二 33 22 3 2 0 60 94 1.57

輪厚 耐火 13 6 6 2 2 29 61 2.10

合　　　計 143 107 39 18 11 318 601 1.89

（構成比） 45.0% 33.6% 12.3% 5.7% 3.5% 100.0% - -

入居者
計

平均
世帯人員

団地名 構造
入居世帯

計
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（６）子育て世帯 

入居世帯のうち、18歳未満の親族がいる子育て世帯は 64世帯（20.1％）となってい

ます。 

団地別にみると、輪厚団地は 18 歳未満の親族がいる子育て世帯の割合が、他の団地

と比べて高くなっています。 

 

図 3-16 子育て世帯割合 

 
表 3-15 子育て世帯 （単位：世帯） 

 
（令和 3 年 4 月 1 日現在） 

1.6%

2.4%

0.8%

1.7%

3.4%

16.0%

11.8%

18.3%

7.7%

6.7%

41.4%

2.5%

5.9%

2.3%

79.9%

80.0%

78.6%

92.3%

91.7%

55.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=318)

広島(N=85)

共栄(N=131)

西の里（北）(N=13)

西の里（南）(N=60)

輪厚(N=29)

6歳未満親族のみ 6歳以上18歳未満親族のみ
6歳未満親族と

6歳以上18歳未満親族がいる
18歳未満親族がいない【凡例】

子育て世帯

6歳未満親族の
み

6歳以上18歳未
満親族のみ

6歳未満親族と
6歳以上18歳未
満親族がいる

18歳未満親族が
いない

広島 耐火 2 10 5 68 85

共栄 耐火 1 24 3 103 131

西の里（北） 簡二 0 1 0 12 13

西の里（南） 耐火 1 4 0 55 60

輪厚 耐火 1 12 0 16 29

合　　　計 5 51 8 254 318

（構成比） 1.6% 16.0% 2.5% 79.9% 100.0%

団地名 構造 計
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（７）高齢者世帯 

高齢者世帯については、65歳以上の単身世帯が 111 世帯（34.9％）、65歳以上の夫婦

のみの世帯が 32世帯（10.1％）であり、合わせて 143世帯（45.0％）となっています。 

団地別にみると、共栄団地と西の里（南）団地は、65歳以上の単身世帯及び 65歳以

上の夫婦のみの割合が、他の団地と比べて高くなっています。 

 

図 3-17 高齢者世帯割合 

 

 

表 3-16 高齢者世帯 （単位：世帯） 

 
（令和 3 年 4 月 1 日現在） 

34.9%

17.6%

43.5%

38.5%

43.3%

27.6%

10.1%

7.1%

13.7%

13.3%

1.6%

2.4%

1.5%

1.7%

12.3%

17.6%

7.6%

23.1%

15.0%

6.9%

41.2%

55.3%

33.6%

38.5%

26.7%

65.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=318)

広島(N=85)

共栄(N=131)

西の里（北）(N=13)

西の里（南）(N=60)

輪厚(N=29)

65歳以上単身 共に65歳以上夫婦のみ
どちらかが65歳

以上夫婦のみ

65歳以上がいる

単身・夫婦のみ以外
65歳以上がいない【凡例】

高齢世帯

65歳以上
単身

共に
65歳以上
夫婦のみ

どちらかが
65歳以上
夫婦のみ

65歳以上がいる
単身・夫婦
のみ以外

65歳以上が
いない

広島 耐火 15 6 2 15 47 85

共栄 耐火 57 18 2 10 44 131

西の里（北） 簡二 5 0 0 3 5 13

西の里（南） 耐火 26 8 1 9 16 60

輪厚 耐火 8 0 0 2 19 29

合　　　計 111 32 5 39 131 318

（構成比） 34.9% 10.1% 1.6% 12.3% 41.2% 100.0%

団地名 構造 計
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（８）収入超過状況 

入居世帯の収入超過状況をみると、収入超過者＊が 10世帯（3.1％）、高額所得者＊が

2 世帯（0.6％）となっています。 

団地別にみると、広島団地、共栄団地、西の里（南）団地に、収入超過及び高額所得

世帯が一部みられます。 

 

図 3-18 収入超過世帯割合 

 

表 3-17 収入超過世帯 （単位：世帯） 

 
（令和 3 年 4 月 1 日現在） 

*収入超過者（公営住宅法第二十八条） 

公営住宅に引き続き 3 年以上入居している場合において政令で定める基準を超える収入のあるときは、当 

該公営住宅を明け渡すように努めなければならない。 

*高額所得者（公営住宅法第二十九条） 

公営住宅に引き続き 5 年以上入居している場合において最近 2 年間引き続き政令で定める基準を超える 

高額の収入のあるときは、その者に対し、期限を定めて、当該公営住宅の明け渡しを請求することができ 

る。 

96.2%

92.9%

96.9%

100.0%

96.7%

100.0%

3.1%

7.1%

2.3%

1.7%

0.6%

0.8%

1.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=318)

広島(N=85)

共栄(N=131)

西の里（北）(N=13)

西の里（南）(N=60)

輪厚(N=29)

一般 収入超過 高額所得【凡例】

収入区分

一般 収入超過 高額所得

広島 耐火 79 6 0 85

共栄 耐火 127 3 1 131

西の里（北） 耐火 13 0 0 13

西の里（南） 簡二 58 1 1 60

輪厚 耐火 29 0 0 29

合　　　計 306 10 2 318

（構成比） 96.2% 3.1% 0.6% 100.0%

団地名 構造
入居者
計
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３－３ 応募倍率 

平成 29（2017）年度～令和 3（2021）年度の直近 5か年における応募倍率は、全ての

年度において募集戸数より応募戸数が上回る状況となっており、平成 29（2017）年度か

ら令和 2（2020）年度までは約 3倍～4倍程度で推移し、令和 3（2021）年度が 5.6倍で

最も高くなっています。 

 

図 3-19 市営住宅の募集戸数（平成 29年度～令和 3年度） 

 
（各年度末時点 ※令和 3 年度は 10 月時点） 

 

表 3-18 市営住宅の募集戸数（平成 29年度～令和３年度）  
（単位：戸、倍） 

 

 

38 
23 

15 

35 

13 

126 

90 

43 

128 

73 3.3 
3.9 

2.9 3.7 

5.6 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

0

50

100

150

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

応
募
倍
率

募
集
戸
数
・
応
募
戸
数 募集

応募

倍率

(倍)

募集戸数 応募戸数 倍　率

平成29年度 38 126 3.3

平成30年度 23 90 3.9

令和元年度 15 43 2.9

令和2年度 35 128 3.7

令和3年度 13 73 5.6

計 124 460 3.7
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３－４ 現行計画策定以降における事業の実施状況 

現行計画で位置付けた事業のうち、広島団地、共栄第 2団地、北の台団地、西の里（北）

団地、共栄団地の事業は計画通り実施し、輪厚団地の事業については未実施となってい

ます。 

 

表 3-19 現行計画策定以降における事業の実施状況  

 
（令和 3 年 4 月 1 日現在） 

計画事業 計画年度 実施状況

広島団地 1 18 中耐3 H5 外壁・屋根改修（長寿命化） H27 計画通り実施

広島団地 2 24 中耐3 H6 外壁・屋根改修（長寿命化） H28 計画通り実施

広島団地 3 24 中耐3 H4 外壁・屋根改修（長寿命化） H26 計画通り実施

広島団地 4 24 中耐3 H8 外壁・屋根改修（長寿命化） H29 計画通り実施

共栄第2団地 1～4 24 簡二 S45 取壊し H25、H26 計画通り実施

共栄第2団地 5～9 26
簡平
簡二

S44
S45
S46

取壊し H26 計画通り実施

共栄第2団地 10～18 34 簡平
S44
S46

取壊し H28,H29 計画通り実施

共栄第2団地 19～29 60 簡平
S45
S46
S47

取壊し H30 計画通り実施

北の台団地 1～4 16 簡平
S43
S44

取壊し H30 計画通り実施

西の里（北）団地 19 8 簡二 H1 外壁・屋根改修（長寿命化） H24 計画通り実施

輪厚団地 1 30 中耐3 H13
エレベーター設置（福祉対応）
外壁・屋根改修（長寿命化）

R3 未実施

共栄団地 1 40 中耐5 H26 新規建設 H25、H26 計画通り実施

共栄団地 2 12 低耐2 H27 新規建設 H27 計画通り実施

共栄団地 3 50 中耐5 H28,29 新規建設 H28、H29 計画通り実施

共栄団地 4 12 低耐2 H30 新規建設 H30 計画通り実施

共栄団地 5 20 低耐2 H31 新規建設 R1 計画通り実施

事業の実施状況

団地名 住棟番号 戸数 構造
竣工
年度
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第４章 市営住宅の課題 

 

課題１  新たな住宅セーフティネット制度など、民間住宅との連携を視野に入れた 

市営住宅の供給 

北広島市では、人口が減少し、少子高齢化が進んでいますが、市営住宅については全

ての団地で入居率が高いことから、管理戸数を概ね維持としてきました。 

今後は、人口や世帯数、住宅数の変化を踏まえ、市営住宅の適正な管理戸数を検討す

る必要があるほか、民間住宅の供給状況を踏まえて新たな住宅セーフティネット制度の

活用など、供給方策を検討する必要があると考えます。 

 

図 4-1 総人口、総世帯数の推移【再掲】 

 
 

 

表 4-1 市営住宅入居状況【再掲】     （単位：戸、世帯） 

 

 

 

 

  

40,853
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57,731
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員
（
人
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／
世
帯
）

人
口
・
世
帯
数
（
人
・
世
帯
）

総人口 総世帯数 世帯人員 資料：国勢調査

（各年10月１日）

団地名 管理戸数 入居戸数 空き家 入居率

広島 90 85 5 94.4%

共栄 134 131 3 97.8%

西の里（北） 16 13 3 81.3%

西の里（南） 62 60 2 96.8%

輪厚 30 29 1 96.7%

　合　　　計 332 318 14 95.8%
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課題２  計画的な改修などの実施による、質の高い整備 

北広島市で管理する市営住宅は、令和 3（2021）年度末時点で、耐用年数を経過して

いる住戸はありませんが、今後 10年間で約 3割、20年間で約 5 割の住戸が耐用年数の

1/2を経過します。 

また、現地調査結果では、概ねの団地で健全な状況がみられましたが、広島団地や輪

厚団地の外壁など、一部の団地で劣化が進んでいるものもみられます。 

入居者アンケートの調査結果では、給排水やトイレなどの設備に関する改善要望が多

くなっています。 

今後は、建物の劣化状況を踏まえて、計画的な改修などの実施により、質の高い整備

を検討する必要があります。 

 

図 4-2 構造別耐用年数経過状況【再掲】 図 4-3 改善要望（入居者アンケート） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題３  住宅に困窮する市民が安心して暮らし続けることができる環境の構築 

入居世帯のうち、収入超過及び高額所得世帯が一部いることから、真に住宅に困窮す

る市民が入居できるように、入居者の適正管理が必要となります。 

また、高齢世帯主の入居者が多いことから、福祉分野などとの連携による安心して暮

らせる環境づくりを今後も継続する必要があります。 

 

図 4-4 収入超過割合 図 4-5 世帯主年齢割合 
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※複数回答の設問であるため、回答数の合計と回答者数は一致しない
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第５章 計画の基本理念と基本方針 

 

現行計画で設定した基本理念や市営住宅の役割を踏まえるとともに、第４章で示した

課題に対応するため、以下のとおり基本理念・基本方針を設定します。 

 

５－１ 計画の基本理念 

 

 

 

 

５－２ 計画の基本方針 

 

 

北広島市の事情を踏まえた将来の住宅需要の推計に基づき、市営住宅の目標管理戸数

を設定し、適正な供給量の維持に努めます。適正な供給量の維持に向けて、新たな住宅

セーフティネット制度、民間住宅との連携についても検討が必要と考えます。 

 

 

 

 

老朽化した市営住宅の計画的な修繕・改善などの実施による耐久性向上や、日常的な

点検や適切な修繕を行うなど、建物の老朽化を予防する適正な維持管理を行います。 

また、入居者アンケートを踏まえた住宅設備の改善などを進め、安全で良質な市営住

宅の供給に努めます。 

 

 

 

 

公営住宅の役割を踏まえ、収入超過世帯や高額所得世帯への対応を行い、真に住宅に

困窮する市民が入居できるように、入居者の適正管理を行います。 

また、高齢世帯主の入居者が多いことから、福祉分野などとの連携による取り組みを

継続して行います。 

 

子どもから高齢者までだれもが安心・快適 

に暮らすことのできる市営住宅の供給 

 

基本方針１ 市営住宅管理戸数の適正化 

基本方針２ 計画的かつ予防保全型の維持管理により、長期にわたって安全 

に利用できる市営住宅の供給 

基本方針３ 住宅に困窮する市民が安心して快適に暮らし続けることができ 

る環境の構築 
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第６章 長寿命化に関する基本方針と事業手法の選定 

 

６－１ 長寿命化に関する基本方針 

第５章の基本理念と基本方針を実現するための、長寿命化に向けた基本方針を以下に

整理します。 

 

（１）ストックの状態の把握及び日常的な維持管理の方針 

・建物の劣化状況を適切に把握し、状況に応じた計画的な修繕を行うことにより、予

防的な維持管理に努めます。 

・日常的な保守点検の実施に努め、修繕を行う際には、建物の長寿命化を考慮した手

法を検討した上で実施します。 

・団地、住棟、住戸単位の修繕・改善履歴データなどを整備し、住宅ストックに関す

る状況を適切に管理します。 

 

（２）改善事業の実施による長寿命化及びライフサイクルコストの縮減に関す

る方針 

・定期的な点検や調査の結果を踏まえて、建物の老朽化や劣化による事故などを未然

に防ぐことを目的とした耐久性の向上に寄与する改善を実施します。 

・居住性の向上、高齢化対応などを目的とした改善事業を適宜取り入れるなどにより、

長期にわたって良質な市営住宅を確保するための改善を実施します。 

・これらの改善により、できる限り長期間にわたって建物を維持管理し、ライフサイ

クルコストの縮減を図ります。 
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６－２ 事業手法の選定 

適切な市営住宅のストックの形成にあたっては、建物の状況を把握するとともに、

地域の特性なども踏まえた的確な事業手法を検討していきます。 

 

（１）事業手法の種類 

本計画における事業手法の種類として、次の 4つを想定します。 

事業手法 内容 

①建替 現地建替 市営住宅を除却し、その土地の全部又は一部の区域に、新たに市営

住宅を建設します。 

移転建替 用途廃止を行い他の住宅へ統合又は、他の利便性の高い場所などに

新規建設します。 

②改善 全面的改善 住棟単位で行われる全面的な改善や、これに準ずる改善を行います。 

個別改善 住棟単位で、不足している機能の一部改善（安全性確保、福祉対応、

居住性向上、長寿命化）を行います。 

③維持管理 維持保守点検、一般修繕（日常的に必要な小規模な修繕）、計画修

繕（修繕周期などに基づき計画的に実施する大規模な修繕）などを

行い、住宅の効用を維持します。 

④用途廃止 市営住宅として管理することを止め、建物を除却します。建替に伴

う除却により用途廃止する場合もあります。 

 

（２）事業手法の判定方法 

事業手法の判定は、以下の流れで住棟又は、団地ごとに行います。 

 

【１次判定】団地及び住棟単位の社会的特性と物理的特性を踏まえた検討  

立地環境などの社会的特性（需要、敷地の効率性、立地）、住棟の物理特性（安全

性、居住性、劣化度調査及び改善履歴による改善の必要性）による評価を行い、

継続管理の有無、改善の必要性の有無を判定 

 

【２次判定】ＬＣＣ比較や将来ストック量を踏まえた事業手法の検討  

ＬＣＣ比較や当面の建替事業量の試算、将来のストック量を踏まえ、再度、継続

管理の有無を検討し、建替、改善、維持管理、用途廃止の事業手法を仮設定 

 

【３次判定】総合的な検討による計画期間内の事業手法の決定  

団地単位・地域単位の整備のあり方、実施可能な事業量、まちづくりの観点からみた

地域整備への貢献、その他、考慮すべき個別事情により総合的に検討し、事業手法を

決定 

  

事業手法（建替、改善、維持管理、用途廃止）の選定 
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図 6-1 事業手法選定フロー 
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６－３ 目標管理戸数の検討 

市営住宅を適切に管理していくためには、将来を見据えるとともに、市民の需要に合

った市営住宅のストックを形成することが大切です。 

適正な市営住宅のストックの供給を図るため、次のとおり、世帯数の推移などから今

後の市営住宅の適切な供給量を検討します。 

 

１．将来人口及び将来世帯数の推計 

２．公的借家世帯数の設定 

３．将来の著しい困窮年収未満の世帯数の推計 

４．目標管理戸数の検討 

 

（１）将来人口及び将来世帯数の推計 

北広島市の将来人口は、「北広島市人口ビジョン（令和 3年 3月改定）」の推計値と整

合を図り、以下のとおりに推計します。 

また、前述の将来人口の推計をもとに、ストック推計プログラム（国土交通省、年齢５

歳階級別・男女別の世帯主率の推計による世帯数の推計）を用いて推計します。 

 
令和 13年の総人口 54,963 人    令和１3年の世帯数 23,803世帯 

 

図 6-2 将来人口及び将来世帯数の推計 

 
 

47,758 

53,537 
57,731 

60,677 

60,353 

59,064 

58,171 
57,079 

55,343 

53,444 

51,401 

49,139 

14,569
17,463

20,214 22,009 22,941 23,458
24,548

24,495

23,983

23,084

21,940

20,868

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

1990
H2

1995
H7

2000
H12

2005
H17

2010
H22

2015
H27

2020
R2

2025
R7

2030
R12

2035
R17

2040
R22

2045
R27

人口 世帯数（人）

→推計値



第６章 長寿命化に関する基本方針と事業手法の選定 

 

 
42 

（２）公的借家世帯数の設定 

国勢調査で公表されている住宅所有関係別世帯数を用いて、公的借家世帯数のトレン

ド推計を行ったところ、以下のとおりとなり、今後は微減傾向で推移する見込みとなり

ます。 

 

令和 13年の公的借家世帯数 1,690世帯 令和 23年の公的借家世帯数 1,543世帯 

 

 

図 6-3 住宅需要の推計 
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（３）将来の著しい困窮年収未満の世帯数の推計 

北広島市における将来の著しい困窮年収未満の世帯数（公営住宅の入居資格世帯のう

ち、特に経済的に困窮している世帯の数）は、前述した（１）の将来世帯数をもとに、

ストック推計プログラム（国土交通省）を用いて推計しました。 

その結果、令和 13（2031）年で 1,486 世帯、令和 23（2041）年で 1,322 世帯となり、

微減傾向となることが予測されます。 

一方で、令和 5（2023）年開業予定の北海道ボールパークなどにより、「北広島市総合

計画（第 6次）」では令和 12（2030）年の目標人口を 60,000 人としていることから、今

後の人口推移を的確に捉えつつ、民間賃貸住宅との連携も含めた適正な市営住宅の供給

戸数について、継続的に検討していく必要があります。 

 

図 6-4 ストック量（将来の著しい困窮年収未満の世帯数）の推計 
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（４）目標管理戸数の設定 

市営住宅の目標管理戸数の設定にあたっては、現在の管理戸数である 332 戸に対し

て、（２）で設定した公的借家世帯数（入居戸数と捉える）の減少率を乗じて設定しま

す。 

なお、改善や建替事業を行う際に一時的な住み替え先などとして必要な住戸数を計画

した事業のずれ込みなども考慮し、一定程度余幅（±5％）をもたせて将来の目標管理

戸数を設定します。 

 

 

表 6-1 計画期間における目標管理戸数の設定 

Ｒ３年（2021年） R13年（2031年） 

管理戸数 目標管理戸数 

332戸 概ね 320戸～350戸 

<参考>R23年（2041年）目標管理戸数：概ね 290戸～320戸 

 

６－４ 事業手法の選定結果 

「6-2 事業手法の選定」及び「6-3 目標管理戸数の検討」を踏まえ、計画期間内に実

施する予定の事業を以下に示します。 

本計画期間については、西の里（南）団地の個別改善事業（長寿命化型）、輪厚団地

の個別改善事業（長寿命化型・福祉対応型）に着手するとともに、広島団地の老朽化し

ている給湯管改修を計画的に進めるなど、健全性を確保します。 

なお、事業実施の優先度や事業量を考慮し、本計画期間内に事業を実施できない団地

は、次期計画における実施を検討することとし、必要に応じて修繕を行いながら維持管

理します。 

 

表 6-2 計画期間における事業手法の選定結果 

事業手法 計画期間（令和 4年～令和 13年） 

個別改善 
西の里（南）団地【長寿命化型】 

輪厚団地【長寿命化型・福祉対応型】 

維持管理 広島団地、共栄団地、西の里（北）団地 

  



第６章 長寿命化に関する基本方針と事業手法の選定 

 
45 

６－５ 長寿命化に関する実施方針 

（１）点検の実施方針 

 

① 専門家による定期点検 

・計画的な改善・修繕などの実施を検討するため、管理する全ての建物について、専門

家による点検を行います。 

・改善事業、計画修繕などを行う場合には、建物の状況を適切に把握して効果的な方法

を検討するため、実施年の前年に専門家による点検を行います。 

・定期点検は、主に外壁、屋根・屋上防水、設備（火災報知器、その他の消防用設備、

防犯装置など）について点検を行います。 

・点検を行う際には、事前に日常保守点検を実施している建物管理者から状況を聞き取

り、参考にした上で、効果的な点検を行います。 

・上記の点検は、目視、触接、軽打などにより行うものとし、必要に応じてその他建物

の劣化状況を把握する詳細な調査を行います。 

 

② 建物管理者による日常点検 

・建物の状況を適切に把握し、予防的な維持管理を行うため、日常的な保守点検を行い

ます。 

・日常的な保守点検は、建物の維持管理に最も影響が大きいと考えられる屋根・屋上、

外壁を基本とし、その他、外部床、外構、内部共用部など、入居者の安全や維持管理

上の問題把握に必要な箇所とします。 
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その他については、建築保全業務共通仕様書、建築保全業務報告書作成の手引きなど

を参考に、適切な維持管理を行います。 

◆建築保全業務共通仕様書 

◆建築保全業務報告書作成の手引き 

※編集・発行：財団法人 建築保全センター、財団法人 経済調査会 

 

表 6-3 主な点検項目 
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（２）修繕の実施方針 

・公営住宅法による耐用年数まで既存の市営住宅を利用するため、点検結果をもとに効

率的、効果的な修繕を実施します。 

・管理費用負担の平準化のため、将来見込まれる修繕工事の内容や修繕時期、必要とな

る費用などと事業実施のバランスを考慮し、修繕などの工事時期を分散させ、管理費

用の平準化を図ります。 

・維持管理のために必要な以下の 3 つの手法について、具体的な方針などを定めます。 

 

①計 画 修 繕：外壁の再塗装、屋根防水工事の実施など、部材の性能維持のために

定期的に実施する必要のある修繕 

②一 般 修 繕：水漏れ、外壁のひび割れなど、その都度実施する必要のある修繕 

③空 室 修 繕：空室の再入居に伴う修繕 

 

① 計画修繕 

・修繕項目に応じた修繕周期を目安とし、計画的な修繕を実施します。 

・屋根、外壁、給水設備を基本とし、その他、必要に応じて付属物の修繕を計画しま

す。 

・建物ごと、修繕項目ごとの修繕時期を勘案しつつ、団地単位、住棟単位の効率的

な事業実施、公営住宅事業の全体事業費など、総合的な検討を行い、適切な実施時

期などを計画します。 

・建物の長寿命化を図る観点から、部材の特性など（工事費、耐用年数、メンテナン

ス性など）を考慮の上、総合的に判断します。 

 

② 一般修繕 

・日常の点検や入居者からの要望などにより、建物の状況を適宜把握し、建物の維

持管理面、入居者の生活面（安全性、居住性など）を勘案して必要な修繕を行います。 

・建物の長寿命化を図る観点から、部材の特性など（工事費、耐用年数、メンテナン

ス性など）を考慮の上、総合的に判断します。 

・これまで計画的な修繕を実施できていない住宅については、建物の劣化状況を確

認しながら適宜修繕を行っていきます。 

 

 

③ 空室修繕 

・入居者が居住している状態で行うことが難しい住戸内部の設備などについて、再

入居に必要な修繕を行います。  
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表 6-4 修繕項目に応じた修繕周期の目安と修繕内容 
 

 

    出典：公営住宅等長寿命化計画策定指針（改訂）（平成 28（2016）年度 国土交通省） 

推定修繕項目 対象部位等 工事区分
修繕
周期

想定する修繕工事の仕様

補修 12年 伸縮目地の打替、保護コンクリート部分補修

修繕 24年 下地調整の上、露出防水（かぶせ方式）

修繕 12年 塗膜防水の上保護塗装（かぶせ方式）

撤去・新設 24年
既存防水層全面撤去の上下地調整、
露出アスファルト防水等

補修 12年 下地調整の上保護塗装

撤去・葺替 24年 既存屋根材を全面撤去の上下地補修、葺替え

庇・笠木等防水
庇天端、笠木天端、パラペット天端・アゴ、
架台天端等

修繕 12年 高圧洗浄の下地調整、塗膜防水等

コンクリート補修
外壁、屋根、床、手すり壁、軒天（上げ裏）、
庇等（ｺﾝｸﾘｰﾄ、ﾓﾙﾀﾙ部分）

補修 18年
ひび割れ、浮き、欠損、鉄筋の発錆、モルタル
の浮き等の補修

外壁塗装 外壁、手すり壁等 塗替 18年 高圧洗浄の上下地処理、仕上塗材塗り等

軒天塗装
開放廊下・階段、ﾊﾞﾙｺﾆｰ等の軒天
（上げ裏）部分

塗替 18年 高圧洗浄の上下地処理、仕上塗材塗り等

タイル張補修 外壁・手すり壁等 補修 18年 欠損、浮き、剥離、ひび割れの補修、洗浄

シーリング
外壁目地、建具周り、スリーブ周り、
部材接合部等

打替 18年
既存シーリング材を全面撤去の上、下地処理、
打替え

鉄部塗装
（雨掛かり部分）

（鋼製）開放廊下・階段、バルコニーの手すり 塗替 6年 下地処理の上、塗装

（鋼製）住戸玄関ドア 塗替 6年 下地処理の上、塗装

（鋼製）共用部分ドア、メーターボックス扉、
手すり、照明器具、設備機器、配電盤類、
屋内消火栓箱等

塗替 6年 下地処理の上、塗装

点検・調整 12年
動作点検、金物（丁番、ドアチェック等）の取替
等

取替 36年 撤去又はかぶせ工法

点検・調整 12年
動作点検、金物（戸車、クレセント、ビート等）の
取替等

取替 36年 撤去又はかぶせ工法

手すり
開放廊下・階段、バルコニーの手すり、
防風スクリーン

取替 36年 全部撤去の上、アルミ製手すりに取替

共用給水立て管専用給水枝管 取替 20年 硬質塩化ビニル管亜鉛メッキ鋼管

水道メーター 取替 8年 支給品

貯水槽 受水槽、高置水槽 取替 25年 FRP 製

補修 8年 オーバーホール

取替 15年

雑排水管（屋内）
共用雑排水立て管
専用雑排水枝管

取替 20年 配管用炭素鋼鋼管

汚水管（屋内）
共用汚水立て管
専用汚水枝管

取替 30年

配管用炭素鋼鋼管
タールエポキシ塗装鋼管
排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管
排水用硬質塩化ビニル管
耐火２層管

排水管（屋外） 屋外排水管 取替 25年 排水用硬質塩化ビニル管

雨水樋 立て樋 取替 30年 硬質塩化ビニル管

補修 8年 オーバーホール

取替 15年

ガス管 取替 30年 配管用炭素鋼鋼管

ガスメーター 取替 10年

ガス管（屋外） 取替 20年 配管用炭素鋼鋼管

空
調
換
気

設
備

換気設備
管理員室、集会室、機械室、電気室換気扇、
ダクト類、換気口、換気ガラリ

取替 15年

共用廊下・エントランスホール等の照明器具、
配線器具、非常照明、避難口・通路誘導灯、
外灯等

取替 15年

非常用照明器具内蔵蓄電池 取替 4～6年

配電盤類 配電盤・ブルボックス等 取替 30年

幹線設備 引込開閉器、幹線（電灯、動力）等 取替 30年

避雷針設備 避雷突針・ポール・支持金物・導線・接地極等 取替 40年

情報・通信設備 電話配電盤（MDF）、中間端子盤（IDF）等 取替 30年

テレビ共聴設備
アンテナ、増幅器、分配機等
 ※同軸ケーブルを除く

取替 15年

インターホン設備
インターホン設備、オートロック設備、
住宅情報盤、防犯設備、配線等

取替 15年

屋内消火栓設備
消火栓ポンプ、消火管、ホース類、屋内消火栓
箱等

取替 25年

自動火災報知設備
感知器、発信器、表示灯、音響装置、
中継器、受信機等

取替 20年

連結送水管設備 送水口、放水口、消火管、消火隊専用栓箱等 取替 25年

カゴ内装、扉、三方枠等 補修 15年

全構成機器 取替 30年

昇
降
機

設
備

昇降機

ガス管（屋内）
ガ
ス
設
備

電
灯
設
備

情
報
・

通
信
設
備

消
防
用

設
備

電灯設備

揚水ポンプ、加圧給水ポンプ、直結増圧ポンプ給水ポンプ

給水管
給
水
設
備

排水ポンプ 排水ポンプ

排
水
設
備

屋
根
防
水

外
壁
塗
装
等

鉄部塗装
（非雨掛かり部分）

鉄
部
塗
装
等

窓サッシ、面格子、網戸、シャッター

住戸玄関ドア、共用部分ドア、自動ドア

建具関係

建
具
・
金
具
等

屋根傾斜屋根

屋上、塔屋
屋上防水
(露出防水)

屋上、塔屋、ルーフバルコニー
屋上防水
(保護防水)
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（３）改善事業の実施方針 

改善について、以下の考え方を基本として実施します。原則、建設年度の古い団地か

ら優先的に事業を実施します。 

 

【長寿命化型】 

・建物の長期活用を図るため、屋根及び屋上、外壁について耐久性確保や維持管理のし

やすい仕様への更新を図ります。 

・改善手法の選定にあたっては、日常点検による建物の状況等から、維持管理上問題と

なっている部位等を的確に把握します。また、今後の維持管理における効果の検討を

行い、効果的な手法を選定します。 

 

【福祉対応型】 

・居住性の向上を図るため、設置が可能な住棟についてエレベーターを設置します。 

 

（４）建替事業の実施方針 

本計画では、建替事業の位置付けはありませんが、中長期的な視点で建替えの検討を

行うにあたり、以下の考え方を基本とします。 

 

・事業費や入居者の移転も踏まえ、中長期的なスケジュールで整備を進める計画としま

す。また、将来人口や世帯数などを考慮した適正な管理戸数とするため、計画期間満

了時点など、一定程度整備が進んだ時期に、他の団地からの集約について検討します。 

・高齢化の進展や世帯規模の縮小など、現在の入居者ニーズに配慮した住まいの整備に

努めます。 

・ユニバーサルデザインへの配慮など、身体の状況や年齢によらず、誰もが暮らしやす

い住まいの整備に努めます。 

・地球温暖化の抑制など、低炭素化に配慮した整備手法を検討します（省エネルギー性

能の高い設備機器の選定、木造による整備の検討など）。 

・入居者の駐車場配置や公共交通機関の乗り入れなど、生活利便性に配慮した施設配置

計画を検討します。 

・まちなか居住なども視野に入れた市営住宅全体の配置適正化など、コンパクトシティ

の実現に寄与する整備手法を検討します。 
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６－６ ライフサイクルコストの縮減効果 

建物の長寿命化を図るための維持管理に関する取り組みについては、ＬＣＣの縮減効

果を算出した上で、実施していきます。 

 

（１）ＬＣＣの算出方法 

ＬＣＣの算出方法は、「公営住宅等長寿命化計画策定指針（改定）」に基づくプログラ

ム（国土交通省住宅局住宅総合整備課）を基本とし、以下の考え方を用いてＬＣＣの算

出を行います。 

１）建替事業を行う場合の建物のＬＣＣ算定 

①ＬＣＣは、建設費、改善費、修繕費、除却費を合計した費用とし、改善費につい

ては、想定される管理期間における改善工事費の見込み額から、修繕費相当額（改

善を実施することにより不要となる修繕費）を除いた額とします。 

②将来的に発生する改善費、修繕費、除却費については、社会的割引率４％として

現在価値化し算出します。 

 

２）改善事業を行う場合の建物のＬＣＣ算定 

①本計画に基づく長寿命化型改善事業を実施する場合と、実施しない場合、それぞ

れの場合について評価期間中に要するコストを算出し、改善を実施した場合のコ

スト面に係る縮減効果を算出します。 

②ＬＣＣ算定期間は、改善を実施する建物の耐用年（改善事業を実施する場合と、

実施しない場合について設定）とし、評価時点は令和 4年とします。 

③改善を実施する場合の修繕費の算定については、改善を実施することにより不要

となる修繕費を除きます。 

④ＬＣＣ改善効果は、将来コストを社会的割引率４％として現在価値化し算出しま

す。 

 

（２）ＬＣＣの算出結果 

本計画において建替事業として位置付けている団地はありません。 

改善事業に位置付けた団地については、事業の実施により一時的に工事費が発生しま

すが、耐久性の高い資材を使用して改善を行うことで、修繕回数及び修繕費が減少しま

す。 

そのため、改善事業に位置付けた団地について、耐用年数である 70 年まで建物を使

用する場合、改善事業を実施した建物の維持管理コストは、改善事業を実施しない建物

の維持管理コストより縮減される結果になります。 
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